
告 示

〇土地改良区の役員の就任及び退任の届出…………………………………（農業支援課） １５
〇土地改良区の定款の変更の認可……………………………………………（農業支援課） １５
〇知事権限に係る保安林の指定施業要件の変更…………………………………（治山課） １５
〇森林法による通知に代える公示…………………………………………………（治山課） １６
〇土地収用法による事業の認定……………………………………………（建設部総務課） １６
〇北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指定…………（出納局総務課） １６

支 庁 告 示

〇特定調達契約に係る落札者等の公示（２件）……………………………………………… １６

告 示

北海道告示第３４８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、北生振土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成２１年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２１．４．１８ 理 事 熊 倉 守 石狩市北生振２３２番地１
同 同 同 伊 藤 修 二 石狩郡当別町獅子内１３０３番地
同 同 同 岡 島 正 則 石狩市八幡町高岡
同 同 同 出 � 康 清 同 八幡５丁目３３９番地２
同 同 同 山 内 信 昭 同 美登位３５６番地４
同 同 同 藤 山 民 男 同 北生振２８７番地２
同 同 同 熊 倉 幸 市 同 北生振５７３番地６
同 同 監 事 森 本 茂 石狩郡当別町獅子内２０９９番地８
同 同 同 紺 田 忠 幸 石狩市八幡町高岡
同 同 同 森 本 勝 美 同 北生振８５６番地１
退 任 同 ２１．４．１７ 理 事 出 � 康 清 同 八幡５丁目３３９番地２

同 同 同 山 内 信 昭 同 美登位３５６番地４
同 同 同 村 上 洋 一 同 北生振８５５番地５
同 同 同 藤 山 民 男 同 北生振２８７番地２
同 同 同 伊 藤 修 二 石狩郡当別町獅子内１３０３番地
同 同 同 熊 倉 守 石狩市北生振２３２番地１
同 同 同 岡 島 正 則 同 八幡町高岡
同 同 監 事 石 田 清 一 石狩郡当別町字高岡１６５１番地
同 同 同 川 崎 藤 男 石狩市北生振１５４番地５
同 同 同 紺 田 忠 幸 同 八幡町高岡

北海道告示第３４９号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２１年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２１．４．２２ 渡島平野土地改良区
同 厚沢部土地改良区
同 富良野土地改良区

北海道告示第３５０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２１年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

川上郡弟子屈町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
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（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路支庁産
業振興部林務課及び弟子屈町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３５１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３及び第３３条第６項において準用する同条第３
項の規定による保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同
法第１８９条の規定により、その通知の内容を弟子屈町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、
平成２１年北海道告示第３５０号のとおりである。
平成２１年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
川上郡弟子屈町字美留和原野６２線４６の４所在の森林について所有権を有する

茂 庭 正 義

北海道告示第３５２号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定により、次のとおり事業の認定をした。
平成２１年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 起 業 者 の 名 称 壮瞥町
２ 事 業 の 種 類 子育て支援総合施設「（仮称）そうべつ子どもセンター」整

備事業
３ 起 業 地
� 収 用 の 部 分 北海道有珠郡壮瞥町字滝之町地内
� 使 用 の 部 分 なし
４ 事業の認定をした理由 次のとおり（「次のとおり」は、省略し、北海道建設部総務

課及び壮瞥町に備え置いて、一般の縦覧に供する。）
５ 起業地を表示する図面 壮瞥町役場
の縦覧場所

北海道告示第３５３号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成２１年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項北海道厚産株式会社の事項の次に次の事項を加える。

株式会社丸太松井商店 平成２１．４．２４ 深川市役所福利厚生会売店

支 庁 告 示

北海道十勝支庁告示第４９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年５月７日

北海道十勝支庁長 竹 林 孝
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
大型複写機等の賃貸借 ３台（１月当たりの単価及び１カウント当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２１年３月２日

３ 落札者の住所及び氏名
� 住 所 帯広市西７条南５丁目２番地
� 氏 名 株式会社朝日
４ 落札金額
月額賃貸借料 ３２，８００円
１カウント～１，０００カウントまで １カウント当たり ７．９０円

１，００１カウント～３，０００カウントまで １カウント当たり ５．００円
３，００１カウント～５，０００カウントまで １カウント当たり ４．１０円
５，００１カウント～１０，０００カウントまで １カウント当たり ３．９０円

１０，００１カウント以上 １カウント当たり ３．７０円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年１月２０日付け北海道十勝支庁告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道帯広土木現業所企画総務部総務課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目１番地

北海道十勝支庁告示第５０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年５月７日

北海道十勝支庁長 竹 林 孝
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
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� 落札に係る物品等の名称
フルカラー複写機等の賃貸借 １台１月当たりの単価及び１枚当たりの単価

� 数 量
ア １月当たりカラーコピー１，７００枚、１月当たりモノクロコピー１００枚 １台
イ １月当たりカラーコピー１，３００枚、１月当たりモノクロコピー３００枚 １台

２ 落札を決定した日
平成２１年３月２日

３ 落札者の住所及び氏名
� 住 所 札幌市中央区大通西１０丁目４番地１３３
� 氏 名 富士ゼロックス北海道株式会社
４ 落札金額
� １月当たりカラーコピー１，７００枚、１月当たりモノクロコピー１００枚
月額賃貸借料 ０円
フルカラーコピー １枚～１，０００枚まで １枚当たり １１．００円

１，００１枚～３，０００枚まで １枚当たり １０．００円
３，００１枚以上 １枚当たり ９．５０円

モノクロコピー １枚～１，０００枚まで １枚当たり １．９０円
１，００１枚以上 １枚当たり １．５０円

� １月当たりカラーコピー１，３００枚、１月当たりモノクロコピー３００枚
月額賃貸借料 ０円
フルカラーコピー １枚～１，０００枚まで １枚当たり １１．５０円

１，００１枚～３，０００枚まで １枚当たり １０．５０円
３，００１枚以上 １枚当たり ９．５０円

モノクロコピー １枚～１，０００枚まで １枚当たり １．９０円
１，００１枚以上 １枚当たり １．５０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年１月２０日付け北海道十勝支庁告示第２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道帯広土木現業所企画総務部総務課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目１番地

正 誤

○平成２１年４月２４日（第２０７０号）

道教育庁実習船管理局告示中に次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ 欄 行
４７ 右 １９
誤 北海道教育庁実習船管理局告示第１号
正 北海道教育庁実習船管理局告示第６号
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